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７ 土壌汚染対策法の規定による調査・報告 令和5年4月1日現在

根 拠 法 令 土壌汚染対策法 担当課 環境政策課

担当係 生活環境係

0742-27-8734

制度の概要 １ 一定規模以上の土地の形質変更時（3,000㎡以上）、または有害物質使

用特定施設を設置している事業場等（若しくは有害物質使用特定施設廃

止時に係る土壌調査が免除されている土地）(900㎡以上)の、一定規模

以上の形質変更時に、環境政策課（当該土地が奈良市域の場合は奈良

市保健所）に届出が必要。

２ 有害物質使用特定施設の廃止時に、土壌調査を実施し、その結果を環

境政策課（当該土地が奈良市域の場合は奈良市保健所）に報告が必

要。

３ 自主調査により土壌汚染が明らかになった場合、区域の指定を申請する

ことができる。（当該土地が奈良市域の場合は奈良市保健所）

目 的 土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害

の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、も

って国民の健康を保護する。

対 象 地 域 県内全域

規 制 内 容 ＜届出後の調査の有無について＞

届出の結果、土壌汚染のおそれがあると認められるときは調査が必要。

＜区域の指定について＞

土壌汚染状況調査の結果の報告を受けた土地を健康被害のおそれの程

度に応じて、要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定。

[要措置区域]

土壌汚染状況調査の結果、汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量

基準に適合せず、土壌汚染の摂取経路がある区域。

●汚染の除去等の措置が必要

●土地の形質の変更の原則禁止

[形質変更時要届出区域]

土壌汚染状況調査の結果、汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量

基準に適合せず、土壌汚染の摂取経路がない区域。

●土地の形質の変更時に計画の届出が必要
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＜手続のフロー図＞

※当該土地が奈良市域の場合は奈良市保健所に報告


